
新型コロナウイルス感染症関連情報
※９月１日現在の情報をもとに作成しているため、急遽変更となる場合があります。

　新型コロナウイルス感染症対策室　☎75・6676

市ホームページ新型コロナの新規陽性者数の急増により、医療（外来、入院）への負荷が増大しています。
必要な方が適切な医療を受けられる状態を維持するため、生活や経済を維持するため、
次の点について皆さまのご協力をお願いします。

外出を控え、市販薬（総合風邪薬、解熱剤など）
を服用し、しばらく自宅で健康観察することを
検討してください。なお、症状が軽快した場合
も発症から１週間程度は健康観察と感染拡大防
止にご協力ください。

重症化リスクが低く症状が軽い方は
次のすべてを満たす方です

●65歳未満　●基礎疾患がない　
●妊娠していない　
●飲んだり食べたりができる　
●呼吸が苦しくない　
　※乳幼児の場合、顔色が良い

救急要請の判断に迷う場合はかかりつけ医
へ相談するか、相談窓口（子ども医療電話
相談#8000）などを活用ください。

重症化リスクが高い方は
次の中で１つでも該当する方です

●65歳以上　●基礎疾患がある　●妊婦　
●ワクチン未接種

症状が重い方は
次の中で１つでも該当する方です

●水分が飲めない　●ぐったりして動けない
●呼吸が苦しい（速い）
※乳幼児の場合、顔色が悪い、
　機嫌が悪くあやしてもおさまらない

●顔色が明らかに悪い　　　　　
●唇が紫色になっている
●表情や外見などがいつもと違う
●様子がおかしい
●急に息苦しくなった

のどの痛み、せき、発熱などの症状がある場合、
出勤や登校なども含めて外出を控え、
以下を目安に対応してください。

慌
あわ

てて受診する必要は
ありません

速やかにかかりつけ医や身近な
医療機関などに電話で相談のうえ、

受診してください

重症化リスクが高い方
または症状が重い方

次の場合は、症状が悪化して
います。重症化リスクの低い・
高いに関係なくためらわずに
救急車を呼んでください

重症化リスクが低く
症状が軽い方

症状の改善が見られない場合
休日夜間の医療機関の負担を軽減するた
め、できるだけ平日の日中にかかりつけ
医や身近な医療機関を受診してください。
軽症での救急外来受診は、可能な限り避
け、受診前の自己検査にご協力ください
（左のページをご覧ください）。
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日本国内用
接種証明書（イメージ）

海外用および日本国内用
接種証明書（イメージ）

新型コロナワクチン接種証明書が
コンビニで取得できます

■対応店舗 全国のコンビニなど
 ※９月１日時点で市内の対象店舗は
 　セブンイレブンのみです。

■対応時間 6：30～23：00（土日祝日を含む）

　　取得には マイナンバーカード、
　　接種証明書発行料 （120円/部）が
　　必要となります。

「体外診断用医薬品」と表示の抗原定性検査キットは国が承認したものです。「研究用」と表示し市販されてい

る抗原定性検査キットは、性能などが確認されておらず、また、新型コロナウイルス感染の有無を調べるこ

とを目的としているものではありません。購入を希望する際は、取り扱い薬局の薬剤師に相談してください。

研 究 用 「研究用」は、国が
承認したものでは
ありません。

「体外診断用医薬品」は、
国が承認したものです。

新型コロナウイルスの抗原定性検査キットは
「体外診断用医薬品」と表示されたものを選んでください！

注 意 事 項

◎海外用の接種証明書を取得する場合
令和４年７月21日以降に自治体窓口かアプリで海外用
の接種証明書を一度取得している必要があ
ります。アプリの操作方法などはデジタル
庁ウェブサイトをご覧ください。

◎接種時に住民票があった市町村を選択
転居などにより接種時ごとに住民票があった市町村が異
なっている場合、コンビニの端末画面で接種時の市区町
村を選択する必要があります。

◎コンビニ交付に対応しているかを確認
接種時に住民票のあった市区町村がコンビニ交付サービ
スに対応しているかご確認ください。
対応の有無やコンビニ交付の取得方法など
は、地方公共団体情報システム機構ホーム
ページをご覧ください。

◎発行前に内容を確認
コンビニの端末画面で発行前に接種内容をご自身でご確
認ください。印刷不良の場合を除き、発行後の返金には
対応できません。

受診前の自己検査にご協力ください
重症化リスクの低い方で症状が軽い方は、医療機関受診前に

抗原定性検査キットでの自己検査にできるだけご協力ください。

※自己検査で陽性となった場合でも、陽性の確定には医師の診断が必要になります。
　20～40代で重症化リスクが低く軽症の方は、若年軽症者登録センターの利用が可能です。
　その他の方は、かかりつけ医や身近な医療機関に電話連絡し、自己検査で陽性だった旨を伝え、
　指示に従って受診してください。

若年軽症者登録
センターの詳細
はこちら
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